
R8.4月改正 

一時預かり事業について 

 

保護者の方が仕事や就学等の都合で、週１日～３日程度の保育が必要な場合、又は出産、介護、冠婚葬祭

等の事情や、その他家庭保育が一時的に困難になった場合に、保育所がお子さんをお預かりして保育をしま

す。 

利用できる児童は、入間市在住で、一人で歩くことができ、離乳食が完了し幼児食（牛乳を含む）が食べ

られる１歳以上就学前の集団生活が可能なお子さんです。（離乳食・ミルクは不可） 

 

（集団生活になじめないと判断された場合はご利用をお断りすることもあります。） 

 

☆利用対象内容 

非定型的保育サービス 

（週３日以内） 
就労・就学・就職活動・職業訓練・その他 

緊急保育サービス 看護・介護・冠婚葬祭・疾病・出産・事故・その他 

私的理由保育サービス 

（月１回） 
育児にともなう負担解消（リフレッシュ）・その他 

 

☆利用時間    

月曜日～金曜日    午前８時３０分～午後４時３０分 

 

☆保育料 

１日・・・１５００円   食事代・・・４００円  利用料合計・・・１，９００円 

                     ※お釣りのないようにお願いします。  

                     ※朝、保育室で納入してください。 

☆利用日の決定について 

 ・翌月の利用希望日を、概ね１５日頃までに提出していただきます。 

 ・概ね２０日頃に利用日が決定しますので、利用日の確認は２０日以降にお願いします。 

  ※利用日によっては、定員の関係からお断りする場合もあります。 

 

☆利用日について 

 ・持ち物は日々持参し、持ち帰ります。（健康観察表を含みます） 

 ・登所時に利用料を納入していただきます。 

 ・降所時に「一時預かり事業利用料領収書」をお渡しいたします。 

           


